退職者の新型コロナウイスル感染症対応従事者等慰労金における支給申請書の発行申請について
新型コロナウイスル感染症対応従事者等慰労金が支給されます。
受給資格及び手続きについては鳥取県ホームページよりご確認ください

個人で申請をされる方は各県様式の「支給申請書」に証明をいたします。
（申請書は重複を避けるためにコピーを保管させていただきます）

■申請書の提出について
　上記支給申請書の証明を希望する方は以下の手順に従って発行申請を行ってください。
（１）弊社の証明書発行担当者に電話で連絡※1して発行に係る説明を受けてください。
（２）弊社のホームページ,又は事業所等にて「発行申請書（退職者用）」を入手し,記入してください。
[bookmark: _Hlk48909982]（３）発行手数料（2,000円）を指定の口座※2へ振り込み,①「発行申請書（退職者用）」,②新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金支給申請書等必要書類一式，③返信用封筒（住所記載必須）,④返信用切手（必須）を同封し,指定の場所※3へ郵送してください。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

以上を同封して郵送
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           してください。

1 
2 
④③


③②



1 「発行申請書（退職者用）」
2 新型コロナウイルス感染症対応従事者等
慰労金支給申請書等必要書類一式
3 返信用封筒（住所記載必須）
④ 返信用切手（必須）
　
（４）申請書が届きましたら,発行手数料が振り込みされているかを確認致します。確認が取れた後,証明書の作成を行います。振り込みをされてから電話連絡いただけると作業が速やかに行えます。
（５）作成後は同封された返信用封筒と返信用切手を使用し,「支給申請書」を郵送させていただきます。

■注意（必ずお読みください）
　①　申請書に記入漏れがある場合,証明書の発行ができない場合があります。
　②　発行手数料が未納の場合,証明書は発行いたしません。
　③　証明書発行後は,いかなる理由でも返金できません。
　④　返信用切手,封筒が添付されていない場合には郵送には応じません。
　⑤　証明書発行には1週間程度要します。これに郵送に係る期間を考慮して申請を行ってください。
　⑥　返信用封筒の住所未記載及び誤記載による未着に関して一切責任は負いません。
　
■参考　返信用切手代
	内容
	25ｇ以内
	50ｇ以内
	100g以内

	定形郵便物
	84円
	94円
	-

	定形外郵便物
	-
	120円
	140円


※上記は2019年10月1日現在の切手代です。
■「慰労金支給申請書」発行担当者への連絡先（※１）
　株式会社ソルヘム　担当　瀧野（たきの）　又は　山本（やまもと）
　電話番号（0858）53-0695
　FAX番号（0858）52-6730

■発行手数料振込先口座（※２）
　山陰合同銀行　東伯支店
　店番号070　当座番号1024800
　株式会社　ソルヘム

■「慰労金支給申請書」発行申請書（退職者用）,返信封筒,切手の郵送先（※３）
　〒689-2303
　鳥取県東伯郡琴浦町徳万70-1
株式会社ソルヘム法人本部
　　証明書発行担当者　宛
様式　HDH018A
